
抄録 ライフサイエンス分野における各種の発明の特許保護のあり方は，ここ数年，知的財産推進計画

の検討課題として取り上げられてきた。これらの課題を推進計画2009に基づいて順次取り上げ，その現

状と課題を解説する。

1．はじめに
高齢化社会の到来に伴って国民の健康意識が高

まっており，ライフサイエンス分野における研究

開発に伴う特許保護の重要性が増してきている。

2009 年 6 月 24 日に知的財産戦略本部で決定さ

れた知的財産推進計画 2009 においても，ライフサ

イエンス分野における特許保護に関連して以下に

示す施策が掲げられている。

（1）先端医療分野における特許保護に係る対象の

見直しや明確化（項目番号 2，3，301）

（2）DDS1のように革新的な製剤技術を用いた剤

型のみが異なる革新的医薬の対象への追加等，

特許権の存続期間延長制度の見直し（項目番

号 5）

（3）機能性食品等に関連する用途発明の保護の在

り方の検討（項目番号 6）

（4）iPS 細胞技術の成果を国内外において的確に

権利化し事業化するための知財戦略の構築・

実践（項目番号 22）

（5）ライフサイエンス分野のリサーチツール特許

に係る統合データベースの構築と「ライフサ

イエンス分野におけるリサーチツール特許の

使用の円滑化に関する指針」の普及啓蒙（項

目番号 30，31）

2．ライフサイエンス分野の技術革新 
ライフサイエンス分野における 1 つの特許権は，

他の技術分野に比べ重いといわれ，その特許権の

効力を回避する代替技術の開発も通常困難である

ことから，この状況に拍車をかけている2。

2000 年 6 月にヒトゲノム概要版が完成し3，2003

年にヒトゲノム計画の終結が宣言されたことを背

景として，医薬品開発のパラダイムがここ十年余

＊ 特許庁特許審査第一部 審査基準室長

Director, Examination Standards Office, First Patent
Examination Department, Japan Patent Office

特許研究　PATENT  STUDIES　No.48　2009／9 49

論 文



4

1

1

5

NAS

OECD

6

JPO

7 JPO

13 12 20 11

15238 8

2664261

9

20 10 6 18

7760 CCR5

88C CCR5

3288384

CCR5

50 特許研究　PATENT  STUDIES　No.48　2009／9

論 文



特許研究　PATENT  STUDIES　No.48　2009／9 51

論 文



52 特許研究　PATENT  STUDIES　No.48　2009／9

論 文



特許研究　PATENT  STUDIES　No.48　2009／9 53

論 文



54 特許研究　PATENT  STUDIES　No.48　2009／9

論 文



特許研究　PATENT  STUDIES　No.48　2009／9 55

論 文



56 特許研究　PATENT  STUDIES　No.48　2009／9

論 文


